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主  要  目  次 

 

告   示 
 385 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の指定（障

害福祉課） 
 386 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の指定の

更新（障害福祉課） 
 387 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関の廃止（障

害福祉課） 
 388 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 389 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 390 土地改良区の定款変更認可（農地計画課） 
 391 土地改良区役員の就退任届（農地計画課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第385号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。 

令和８年５月７日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名称 所在地 
担当する自立支援医療

の種類 

担当する医療

の種類 
指定年月日 

たかやま調剤薬局 
十日町市春日町３丁目114

番地 
育成医療・更生医療 ― 令和８年５月１日 

もみじ薬局 東三条

店 

三条市東三条２丁目３番

４号 
育成医療・更生医療 ― 令和８年５月１日 

上越妙高薬局 
上越市大和五丁目27番地

３号 
育成医療・更生医療 ― 令和８年５月１日 

やすだ調剤薬局 阿賀野市保田1755－６ 育成医療・更生医療 ― 令和８年５月１日 

 

◎新潟県告示第386号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定を次のとおり更新した。 

令和８年５月７日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名称 所在地 
担当する医療の 

種類 
更新年月日 
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ALPHAS薬局 旭岡店 長岡市旭岡２丁目206番地 育成医療・更生医療 令和８年５月１日 

大手薬局本成寺店 三条市東本成寺21－14 育成医療・更生医療 令和８年５月１日 

調剤薬局ツルハドラッグ村上

荒川店 
村上市下鍛冶屋639番地 育成医療・更生医療 令和８年５月１日 

◎新潟県告示第387号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63

条の規定により、指定自立支援医療機関から次のとおり廃止の届出があった。 

令和８年５月７日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名称 所在地 
担当する医療の 

種類 
廃止年月日 

望月薬局 昭和町店 上越市昭和町１－３－３ 育成医療・更生医療 令和８年５月１日 

たんぽぽ薬局 南魚沼市泉甲201番地７ 育成医療・更生医療 令和８年３月31日 

アイン薬局 村上新町店 村上市新町６番52号 育成医療・更生医療 令和８年３月31日 

たかやま調剤薬局 十日町市春日町３丁目114番地 育成医療・更生医療 令和８年５月１日 

アリア調剤薬局 三条市東三条２丁目３番４号 育成医療・更生医療 令和８年５月１日 

みなみ調剤薬局 柏崎市西本町２丁目３－５ 育成医療・更生医療 令和８年４月１日 

やすだ調剤薬局 阿賀野市保田1755－６ 育成医療・更生医療 令和８年４月30日 

松之山薬局本店 十日町市松之山1600 育成医療・更生医療 令和８年４月30日 

◎新潟県告示第388号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、村上市の三面川沿岸土地改良区の定款の変更

を令和８年４月22日認可した。 

令和８年５月７日 

新潟県村上地域振興局長 

◎新潟県告示第389号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、五泉市の早出川土地改良区の定款の変更を令

和８年４月20日認可した。 

令和８年５月７日 

新潟県新潟地域振興局長 

◎新潟県告示第390号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、南魚沼市の大和郷土地改良区の定款の変更を

令和８年４月20日認可した。 
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令和８年５月７日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

 

◎新潟県告示第391号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、上越市の柿崎土地改良区から次のとおり役員

が就任及び退任した旨の届出があった。 

令和８年５月７日 

新潟県上越地域振興局長 

１ 就任 

 理事 上越市柿崎区坂田新田764番地１            上野 勇人  

                                 （理事長） 

   〃    〃 柿崎区柿崎414－１セジュールリバーサイド203号 長井 幸夫 

   〃    〃 柿崎区百木748番地                  小林 正志 

   〃    〃 柿崎区下条778番地                   永田 敬一郎 

   〃    〃 柿崎区川井3726番地                 竹内  栄一 

   〃   〃 大潟区土底浜3839番地19             清水 徳幸 

   〃    〃 柿崎区上直海1109番地                髙橋 賢一 

   〃    〃 柿崎区柿崎1255番地１                小泉 浩蔵 

   〃    〃 柿崎区米山寺742番地                太田 健吉 

   〃    〃 柿崎区角取466番地               原 茂夫 

   〃    〃 柿崎区川田262番地２                  蓑輪 秀一 

  監事   〃 柿崎区下灰庭新田336番地            湯本 一夫 

   〃    〃 柿崎区馬正面1460番地１            橋立 一正 

   〃    〃 柿崎区上金原803番地１              加茂川 三男 

 就任年月日 令和８年４月６日 

２ 退任 

 理事 上越市柿崎区坂田新田764番地１            上野 勇人  

                                 （理事長） 

   〃    〃 柿崎区角取466番地               原 茂夫 

   〃    〃 柿崎区山谷97番地                   長井 幸夫 

   〃    〃 柿崎区芋島788番地１                  横田 哲治 

   〃    〃 柿崎区荻谷616番地                  金子  正一 

   〃    〃 柿崎区百木748番地                  小林 正志 

   〃    〃 柿崎区上直海1271番地１               髙橋 賢一 

   〃    〃 柿崎区法音寺503番地                  二見 大 

   〃    〃 柿崎区川田262番地２                  蓑輪 秀一 

   〃   〃 大潟区土底浜3839番地19             清水 徳幸 

   〃    〃 柿崎区下条771番地                 山賀 浩幸 

  監事   〃 柿崎区柿崎1255番地１                小泉 浩蔵 

   〃    〃 柿崎区下灰庭新田336番地            湯本 一夫 

   〃    〃 柿崎区上金原803番地１              加茂川 三男 

 退任年月日 令和８年４月５日 

 


	主　　要　　目　　次
	◎新潟県告示第385号
	◎新潟県告示第386号
	◎新潟県告示第387号
	◎新潟県告示第388号
	◎新潟県告示第389号
	◎新潟県告示第390号
	◎新潟県告示第391号

	　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　（理事長）
	　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　（理事長）

